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市第８号議案 

   横浜市生活環境の保全等に関する条例の一部改正 

 横浜市生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように定める。 

令和６年５月23日提出 

横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市条例（番号） 

   横浜市生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する 

   条例 

横浜市生活環境の保全等に関する条例（平成14年12月横浜市条例

第58号）の一部を次のように改正する。 

 目次中 

「第９章の２ 建築物の建築に係る環境への負荷の低減（第 141  

条の２―第 141 条の13）            」 

を 

「第９章の２ 建築物の建築に係る環境への負荷の低減（第 141  

条の２―第 141 条の13） 

第９章の３ 住宅のエネルギー消費性能に係る評価及び説明等 

  第１節 住宅のエネルギー消費性能に係る評価及び説明（第 

141 条の14―第 141 条の16） 

  第２節 建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促 

進（第 141 条の17―第 141 条の20）       」 

に改める。 

第 141 条の２中「以下同じ」を「以下この章及び第 146 条の２に

おいて同じ」に改める。 
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第９章の２の次に次の１章を加える。 

第９章の３ 住宅のエネルギー消費性能に係る評価及び説明

等 

第１節 住宅のエネルギー消費性能に係る評価及び説明 

（住宅のエネルギー消費性能に係る評価及び説明） 

第 141 条の14 建築士（建築士法（昭和25年法律第 202 号）第２条

第１項に規定する建築士をいう。以下同じ。）は、住宅（一戸建

ての住宅、兼用住宅、共同住宅及び長屋をいう。以下この章にお

いて同じ。）の建築（新築又は増築であって、当該新築又は増築

に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるものに限る

。）に係る設計を行うときは、規則で定めるところにより、当該

住宅に係る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（

平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。）第10条

第１項の建築物エネルギー消費性能基準を上回る基準であって規

則で定めるもの（以下「規則指定基準」という。）への適合性に

ついて評価を行うとともに、当該設計の委託をした当該住宅を建

築しようとする者（以下「住宅の建築主」という。）に対し、当

該評価の結果（当該住宅が規則指定基準に適合していない場合に

あっては、当該住宅のエネルギー消費性能（建築物省エネ法第２

条第１項第２号に規定するエネルギー消費性能をいう。以下同じ

。）の確保のためとるべき措置の内容を含む。）について、規則

で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない

。 

２ 建築士は、前項の設計を行うときは、当該住宅に係る規則指定

基準を上回る基準であって規則で定めるもの（以下「規則指定上
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位基準」という。）への適合性その他住宅のエネルギー消費性能

の向上に資する事項として規則で定めるものについて評価を行う

とともに、住宅の建築主に対し、当該評価の結果（当該住宅が規

則指定上位基準に適合していない場合にあっては、当該住宅のエ

ネルギー消費性能の確保のためとるべき措置の内容を含む。）に

ついて、規則で定める事項を記載した書面を交付して説明するよ

う努めなければならない。 

３ 建築士は、あらかじめ、住宅の建築主の承諾を得て、前２項の

規定による書面の交付に代えて、当該書面に記載すべき事項を電

磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって市長が別に定めるものをいう。以下

同じ。）により提供することができる。この場合において、当該

建築士は、当該書面を交付したものとみなす。 

４ 第１項及び第２項の規定は、住宅の建築主から第１項及び第２

項の規定による評価及び説明を要しない旨の意思の表明があった

場合については、適用しない。この場合において、建築士は、評

価及び説明を要しない旨の意思を表示した書面を当該住宅の建築

主から受領するものとする。 

５ 建築士事務所の開設者（建築士法第23条の５第１項に規定する

建築士事務所の開設者をいう。以下同じ。）は、当該事務所に属

する建築士が第１項若しくは第２項の規定により説明し、又は前

項の規定により書面を受領した場合は、当該説明において交付し

た書面の写し（第３項に規定する電磁的方法により提供された事

項が記録された電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ
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って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

を含む。）又は受領した書面を規則で定める日まで保存しなけれ

ばならない。 

（住宅のエネルギー消費性能に係る説明結果報告書の作成等） 

第 141 条の15 建築士事務所の開設者で規則で定めるもの（以下「

特定開設者」という。）は、住宅のエネルギー消費性能に係る説

明の結果について規則で定める事項を記載した報告書（以下この

節において「説明結果報告書」という。）を規則で定める日まで

に電磁的方法により、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による説明結果報告書の提出を受け、必要

があると認めるときは、特定開設者に対し、当該説明結果報告書

の内容について説明を求めることができる。 

３ 特定開設者は、前項の規定による説明の求めに協力しなければ

ならない。 

（住宅のエネルギー消費性能に係る説明結果報告書の任意作成等

） 

第 141 条の16 建築士事務所の開設者（特定開設者を除く。）は、

説明結果報告書を電磁的方法により、市長に提出することができ

る。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定により説明結果報

告書を提出する場合について準用する。この場合において、同条

第２項中「前項」とあるのは「次条第１項」と、「特定開設者」

とあるのは「建築士事務所の開設者（特定開設者を除く。次項に

おいて同じ。）」と、同条第３項中「特定開設者」とあるのは「

建築士事務所の開設者」と読み替えるものとする。 
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第２節 建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の 

促進 

（建築物省エネ法第63条第１項の条例で定める用途） 

第 141 条の17 建築物省エネ法第63条第１項の条例で定める用途は

、全ての用途とする。ただし、建築物省エネ法第20条第２号の規

定により政令で定めるものを除く。 

（建築物省エネ法第63条第１項の条例で定める規模） 

第 141 条の18 建築物省エネ法第63条第１項の条例で定める規模は

、新築又は増築に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超

えるものとする。 

（住宅への再生可能エネルギー利用設備の設置に係る説明結果報

告書の作成等） 

第 141 条の19 住宅の設計において建築物省エネ法第63条第１項の

規定により説明した建築士が属する建築士事務所の開設者（特定

開設者に限る。）は、当該住宅への再生可能エネルギー利用設備

（建築物省エネ法第60条第１項の再生可能エネルギー利用設備を

いう。）の設置に係る説明の結果について規則で定める事項を記

載した報告書（以下この節において「説明結果報告書」という。

）を規則で定める日までに電磁的方法により、市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定による説明結果報告書の提出を受け、必要

があると認めるときは、同項に規定する開設者に対し、当該説明

結果報告書の内容について説明を求めることができる。 

３ 第１項に規定する開設者は、前項の規定による説明の求めに協

力しなければならない。 
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（住宅への再生可能エネルギー利用設備の設置に係る説明結果報

告書の任意作成等） 

第 141 条の20 住宅の設計において建築物省エネ法第63条第１項の

規定により説明した建築士が属する建築士事務所の開設者（特定

開設者を除く。）は、説明結果報告書を電磁的方法により、市長

に提出することができる。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定により説明結果報

告書を提出する場合について準用する。この場合において、同条

第２項中「前項」とあるのは「次条第１項」と、同条第３項中「

第１項」とあるのは「次条第１項」と読み替えるものとする。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の横浜市生活環境の保全等に関する条例

第 141 条の14の規定は、この条例の施行の日以後に建築士が委託

を受けた同条第１項に規定する住宅の建築に係る設計について適

用する。 

提 案 理 由 

 住宅のエネルギー消費性能に係る評価及び説明に関する制度を新

設するとともに、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

の一部改正に伴い関係規定の整備を図る等のため、横浜市生活環境

の保全等に関する条例の一部を改正したいので提案する。 
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参 考

横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）

  上 段  改 正 案  （下 段  現  行)
目 次

（ 第 １ 章 か ら 第 ９ 章 の ２ ま で 省 略 ）

第 ９ 章 の ３ 住 宅 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 に 係 る 評 価 及 び 説 明 等

第 １ 節 住 宅 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 に 係 る 評 価 及 び 説 明 （ 第 14

1 条 の 14 ― 第 141 条 の 16 ） 

第 ２ 節 建 築 物 へ の 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 利 用 設 備 の 設 置 の 促 進

（ 第 141 条 の 17 ― 第 141 条 の 20 ）

 （ 第 10 章 か ら 第 15 章 ま で 及 び 附 則 省 略 ）

（ 建 築 物 の 建 築 に 係 る 環 境 へ の 負 荷 の 低 減 ）

第 141 条 の ２ 建 築 物 の 建 築 ( 建 築 基 準 法 第 ２ 条 第 13 号 に 規 定 す る

以 下 こ の 章 及 び 第 146 条 の ２ に お い て 同 じ
建 築 を い う 。                    。 ) を し

以 下 同 じ

よ う と す る 者 は 、 当 該 建 築 物 の 建 築 に 際 し 、 環 境 へ の 負 荷 の 低 減

を 図 る た め に 、 適 切 な 措 置 を 講 ず る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。

第 ９ 章 の ３  住 宅 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 に 係 る 評 価 及 び 説 明

等

第 １ 節  住 宅 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 に 係 る 評 価 及 び 説 明

（ 住 宅 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 に 係 る 評 価 及 び 説 明 ） 

第 141 条 の 14  建 築 士 （ 建 築 士 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 202 号 ） 第 ２ 条

第 １ 項 に 規 定 す る 建 築 士 を い う 。 以 下 同 じ 。） は 、 住 宅 （ 一 戸 建

て の 住 宅 、 兼 用 住 宅 、 共 同 住 宅 及 び 長 屋 を い う 。 以 下 こ の 章 に お

い て 同 じ 。） の 建 築 （ 新 築 又 は 増 築 で あ っ て 、 当 該 新 築 又 は 増 築

に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 10 平 方 メ ー ト ル を 超 え る も の に 限 る
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。） に 係 る 設 計 を 行 う と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 当 該

住 宅 に 係 る 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 （

平 成 27 年 法 律 第 53 号 。 以 下 「 建 築 物 省 エ ネ 法 」 と い う 。） 第 10 条

第 １ 項 の 建 築 物 エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 基 準 を 上 回 る 基 準 で あ っ て 規

則 で 定 め る も の （ 以 下 「 規 則 指 定 基 準 」 と い う 。） へ の 適 合 性 に

つ い て 評 価 を 行 う と と も に 、 当 該 設 計 の 委 託 を し た 当 該 住 宅 を 建

築 し よ う と す る 者 （ 以 下 「 住 宅 の 建 築 主 」 と い う 。） に 対 し 、 当

該 評 価 の 結 果 （ 当 該 住 宅 が 規 則 指 定 基 準 に 適 合 し て い な い 場 合 に

あ っ て は 、 当 該 住 宅 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 （ 建 築 物 省 エ ネ 法 第 ２

条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 を い う 。 以 下 同 じ

。） の 確 保 の た め と る べ き 措 置 の 内 容 を 含 む 。） に つ い て 、 規 則

で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 交 付 し て 説 明 し な け れ ば な ら な い

。 

２  建 築 士 は 、 前 項 の 設 計 を 行 う と き は 、 当 該 住 宅 に 係 る 規 則 指 定

基 準 を 上 回 る 基 準 で あ っ て 規 則 で 定 め る も の （ 以 下 「 規 則 指 定 上

位 基 準 」 と い う 。） へ の 適 合 性 そ の 他 住 宅 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能

の 向 上 に 資 す る 事 項 と し て 規 則 で 定 め る も の に つ い て 評 価 を 行 う

と と も に 、 住 宅 の 建 築 主 に 対 し 、 当 該 評 価 の 結 果 （ 当 該 住 宅 が 規

則 指 定 上 位 基 準 に 適 合 し て い な い 場 合 に あ っ て は 、 当 該 住 宅 の エ

ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 確 保 の た め と る べ き 措 置 の 内 容 を 含 む 。） に

つ い て 、 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 交 付 し て 説 明 す る よ

う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

３  建 築 士 は 、 あ ら か じ め 、 住 宅 の 建 築 主 の 承 諾 を 得 て 、 前 ２ 項 の

規 定 に よ る 書 面 の 交 付 に 代 え て 、 当 該 書 面 に 記 載 す べ き 事 項 を 電

磁 的 方 法 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の
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技 術 を 利 用 す る 方 法 で あ っ て 市 長 が 別 に 定 め る も の を い う 。 以 下

同 じ 。） に よ り 提 供 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該

建 築 士 は 、 当 該 書 面 を 交 付 し た も の と み な す 。

４ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 は 、 住 宅 の 建 築 主 か ら 第 １ 項 及 び 第 ２

項 の 規 定 に よ る 評 価 及 び 説 明 を 要 し な い 旨 の 意 思 の 表 明 が あ っ た

場 合 に つ い て は 、 適 用 し な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 建 築 士 は 、 評

価 及 び 説 明 を 要 し な い 旨 の 意 思 を 表 示 し た 書 面 を 当 該 住 宅 の 建 築

主 か ら 受 領 す る も の と す る 。

５ 建 築 士 事 務 所 の 開 設 者 （ 建 築 士 法 第 23 条 の ５ 第 １ 項 に 規 定 す る

建 築 士 事 務 所 の 開 設 者 を い う 。 以 下 同 じ 。） は 、 当 該 事 務 所 に 属

す る 建 築 士 が 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 説 明 し 、 又 は 前

項 の 規 定 に よ り 書 面 を 受 領 し た 場 合 は 、 当 該 説 明 に お い て 交 付 し

た 書 面 の 写 し （ 第 ３ 項 に 規 定 す る 電 磁 的 方 法 に よ り 提 供 さ れ た 事

項 が 記 録 さ れ た 電 磁 的 記 録 （ 電 子 的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の

知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る 記 録 で あ

っ て 、 電 子 計 算 機 に よ る 情 報 処 理 の 用 に 供 さ れ る も の を い う 。）

を 含 む 。） 又 は 受 領 し た 書 面 を 規 則 で 定 め る 日 ま で 保 存 し な け れ

ば な ら な い 。

 （ 住 宅 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 に 係 る 説 明 結 果 報 告 書 の 作 成 等 ） 

第 141 条 の 15  建 築 士 事 務 所 の 開 設 者 で 規 則 で 定 め る も の （ 以 下 「

特 定 開 設 者 」 と い う 。） は 、 住 宅 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 に 係 る 説

明 の 結 果 に つ い て 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 報 告 書 （ 以 下 こ の

節 に お い て 「 説 明 結 果 報 告 書 」 と い う 。） を 規 則 で 定 め る 日 ま で

に 電 磁 的 方 法 に よ り 、 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

２ 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 説 明 結 果 報 告 書 の 提 出 を 受 け 、 必 要
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が あ る と 認 め る と き は 、 特 定 開 設 者 に 対 し 、 当 該 説 明 結 果 報 告 書

の 内 容 に つ い て 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。 

３  特 定 開 設 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 説 明 の 求 め に 協 力 し な け れ ば

な ら な い 。 

（ 住 宅 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 に 係 る 説 明 結 果 報 告 書 の 任 意 作 成 等

） 

第 141 条 の 16  建 築 士 事 務 所 の 開 設 者 （ 特 定 開 設 者 を 除 く 。） は 、

説 明 結 果 報 告 書 を 電 磁 的 方 法 に よ り 、 市 長 に 提 出 す る こ と が で き

 る 。 

２  前 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 説 明 結 果 報

告 書 を 提 出 す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条

第 ２ 項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 次 条 第 １ 項 」 と 、 「 特 定 開 設 者 」

と あ る の は 「 建 築 士 事 務 所 の 開 設 者 （ 特 定 開 設 者 を 除 く 。 次 項 に

お い て 同 じ 。）」 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「 特 定 開 設 者 」 と あ る の は 「

建 築 士 事 務 所 の 開 設 者 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

第 ２ 節  建 築 物 へ の 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 利 用 設 備 の 設 置 の

促 進

 （ 建 築 物 省 エ ネ 法 第 63 条 第 １ 項 の 条 例 で 定 め る 用 途 ） 

第 141 条 の 17  建 築 物 省 エ ネ 法 第 63 条 第 １ 項 の 条 例 で 定 め る 用 途 は

、 全 て の 用 途 と す る 。 た だ し 、 建 築 物 省 エ ネ 法 第 20 条 第 ２ 号 の 規

定 に よ り 政 令 で 定 め る も の を 除 く 。 

（ 建 築 物 省 エ ネ 法 第 63 条 第 １ 項 の 条 例 で 定 め る 規 模 ） 

第 141 条 の 18  建 築 物 省 エ ネ 法 第 63 条 第 １ 項 の 条 例 で 定 め る 規 模 は

、 新 築 又 は 増 築 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が 10 平 方 メ ー ト ル を 超

え る も の と す る 。 
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（ 住 宅 へ の 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 利 用 設 備 の 設 置 に 係 る 説 明 結 果 報

告 書 の 作 成 等 ） 

第 141 条 の 19  住 宅 の 設 計 に お い て 建 築 物 省 エ ネ 法 第 63 条 第 １ 項 の

規 定 に よ り 説 明 し た 建 築 士 が 属 す る 建 築 士 事 務 所 の 開 設 者 （ 特 定

開 設 者 に 限 る 。） は 、 当 該 住 宅 へ の 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 利 用 設 備

（ 建 築 物 省 エ ネ 法 第 60 条 第 １ 項 の 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 利 用 設 備 を

い う 。） の 設 置 に 係 る 説 明 の 結 果 に つ い て 規 則 で 定 め る 事 項 を 記

載 し た 報 告 書 （ 以 下 こ の 節 に お い て 「 説 明 結 果 報 告 書 」 と い う 。

） を 規 則 で 定 め る 日 ま で に 電 磁 的 方 法 に よ り 、 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。

２ 市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 説 明 結 果 報 告 書 の 提 出 を 受 け 、 必 要

が あ る と 認 め る と き は 、 同 項 に 規 定 す る 開 設 者 に 対 し 、 当 該 説 明

結 果 報 告 書 の 内 容 に つ い て 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。

３ 第 １ 項 に 規 定 す る 開 設 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 説 明 の 求 め に 協

力 し な け れ ば な ら な い 。 

（ 住 宅 へ の 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー 利 用 設 備 の 設 置 に 係 る 説 明 結 果 報

告 書 の 任 意 作 成 等 ） 

第 141 条 の 20  住 宅 の 設 計 に お い て 建 築 物 省 エ ネ 法 第 63 条 第 １ 項 の

規 定 に よ り 説 明 し た 建 築 士 が 属 す る 建 築 士 事 務 所 の 開 設 者 （ 特 定

開 設 者 を 除 く 。） は 、 説 明 結 果 報 告 書 を 電 磁 的 方 法 に よ り 、 市 長

に 提 出 す る こ と が で き る 。

２ 前 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 説 明 結 果 報

告 書 を 提 出 す る 場 合 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 同 条

第 ２ 項 中 「 前 項 」 と あ る の は 「 次 条 第 １ 項 」 と 、 同 条 第 ３ 項 中 「

第 １ 項 」 と あ る の は 「 次 条 第 １ 項 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。

77




